
浦安市スタートアップ
支援事業を開始します

令和令和
７年度７年度

問 商工観光課 ☎712・6295

　市では、創業者が行う市場成立性や将来性の高い事業を、浦安市スタートアッ
プ事業として認定し、補助金の交付や専門家による伴走型支援を行います。詳し
くは、市ホームページをご覧ください。
※補助金額は、補助対象経費の80％以内（上限100万円）

▶創業部門………… 令和８年３月31日までに市内で創業を予定して
いる方が行う事業

▶事業定着部門…… 開業後２年未満の中小企業者が市内で行う事業
※応募書類とプレゼンテーションによる選考のうえ、各部門１事業ずつ認定

募集部門
対 象

８月５日㈫午後４時までに、応募書類（市ホームページからダウンロ
ード）を、直接、商工観光課（市役所３階）へ申 込

時 10月18日㈯午後６時～６時30分
※荒天中止

所 総合公園・高洲海浜公園（全席無料）

問
浦安市花火大会専用ハローダイヤル
☎050-5542-8600
※抽選結果のお問い合わせは受け付けられません

ID 1045971

マンホールカード第２弾を配布
　「夕暮れ時からのナイトタイムの魅力ある浦安」をテーマにし
たデザインマンホールが印刷されたマンホールカードを、下記の
とおり配布します。

ID 1030971問 道路整備課 ☎712・6577ID 1045866

市民向け無料招待席市民向け無料招待席
　市内在住の方を対象に、無料招待席の募集を行います。

観 覧 席 の
種類・定員

※ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方
とその介助者が対象

❖ 障がい者席（総合公園・50組）…１人につき介助者２人まで

❖ 高洲海浜公園（2000人）………１申し込みにつき６人まで
※シートなどの敷物の持ち込み可（１人１㎡が目安）

❖ 総合公園（１万3000人）………１申し込みにつき６人まで
※シートなどの敷物の持ち込み不可

申 込

８月15日㈮（消印有効）までに、ハガキ（希望の観覧席・参加人
数・代表者の住所・氏名・年齢・電話番号）で、〒103-0013東
京都中央区日本橋人形町1-1-11日庄ビル２階（文栄社内）浦安
市花火大会無料招待席応募係へ、またはちば電子申請
サービスhttps://apply.e-tumo.jp/city-urayasu-
chiba-u/（右記二次元コード）から申し込み。抽選
結果は、９月中旬ごろ、郵送などでお知らせします
※ 申し込みは、ハガキ・ちば電子申請サービス合わせて１人１回までです
（重複申し込みは無効）。大人１人につき未就学児１人まで人数には含めま
せん。また、未就学児の方の名前では応募できません。障がい者席をご希
望の方は、申し込みハガキの記載事項が異なります。詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください

● １人１枚、市指定ごみ袋をお渡しします。敷物としてご
利用いただくほか、ごみの持ち帰りにご協力ください

● 市民向け無料招待席以外の観覧場所はありません（有
料席はなし）

●会場周辺での観覧はできません
●高洲・明海・日の出の護岸はすべて立ち入り禁止です

配布開始日
７月25日㈮

配布日時・場所
◉月～金曜日午前９時～午後５時
　＝道路整備課（市役所６階）
◉ 火～日曜日午前９時30分～午後４時30分
＝郷土博物館
※開館日は必ず市ホームページでご確認ください

※配布は１人１枚

　市では、地域をよりよくするための主体的な活動を促進する事業や、地域や行政の課題を解決するための事業を行う団体に対し、
補助金を交付します。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

市民活動補助金 まちづくり活動補助金

実施事業実施事業の募集募集令和８年度令和８年度

▶自立促進事業（はじめの一歩）
　 　団体の自立を促進するのに効果的な事業が対
象です。補助金額は10万円以内です（１団体
への交付は１回のみ）。

▶活性化事業（ステップアップ）
　 　１年以上活動している団体が、主体性をもっ
て行う公益性が高い事業で、団体の活動を発展
させるのに効果的な事業が対象です。補助金額
は50万円以内かつ補助対象経費の80％以内で
す（１団体への交付は３回まで）。

市民活動補助金 ID 1001355

▶募集部門
　 ［一般提案部門］まちづくり活動団体が自由にテーマを設定。補助金額は300万円以内です（１
団体への交付は引き続き３回まで）。　※今年度は、行政提案部門の募集はありません

　地域や行政の課題を解決するための事業を、まちづくり活動団体から募集します。選定された
事業は、市とまちづくり活動団体で実施していきます。

まちづくり活動補助金 ID 1027243

市民活動補助金応募に関する個別相談会
　個別の団体の希望に応じて、応募に関する相談
を行います。

［時］毎週日～金曜日午前９時～午後５時
［所］市民活動センター（市役所10階）
［申込］ 電話で、市民活動センター

☎305・1721へ

８月１日㈮～９月１日㈪（必着）申請期間

問 市民参加推進課 ☎712・6059
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